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　ご採用いただいております穀粒判別器は、「農産物検査に関する基本要領※」において、年に一度の精度

確認が必要と定められています。

　農産物検査機器として品質評価にご活用いただくためには、仕様確認された機種であり、少なくとも年1回

以上、メーカーの点検基準に従い、精度確認を実施することが必要になります。

　ご使用いただいている穀粒判別器をご確認いただき、メーカーによる精度確認を実施してください。

5 穀粒判別器


